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1

医療・医学研究における

生命倫理４原則

2

生命倫理の４原則

(1)人に対する敬意（respect for persons）

 自己決定できる人については，本人の自由意思によ

る決定を尊重する。

 自己決定できない人（子ども，精神障害者・知的障害

者）については，人としての保護を与える。

 個人情報の保護 （2003.5.個人情報保護法成立）

3

生命倫理の４原則

(2)危害を加えないこと（nonmaleficence）
 患者・被験者（ドナーを含む）に危害を加えないこと。

(3)与益（beneficence）
 患者・被験者（ドナーを含む）の最善の利益を図ること。

［将来の患者のために医学の発展を追求すること。］
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生命倫理の４原則
(4)正義（justice）
 人に対して公正な処遇を与えること。

★相対的正義――同等の者は同等に扱う。

▼配分的正義――利益・負担の公平な配分

・医療資源［・臓器］の配分（先着順，重症度順，期待される効
果順，提供者との年齢の対応……）

レシピエント選択基準において小児ドナーから小児レシピエントへの優
先を膵，肺，心肺についても規定（2019.6.21.第50回臓器移植委員会）

・被験者・生体移植ドナーの選択

・被験者と受益者の対応関係

▼補償的正義――被害を受けた人に対する正当な補償

5

死体臓器移植をめぐる倫理（ドナー候補者）

１ ドナー候補者に対する医療は最善のものでなければならな

い（レシピエントへの移植のために，妥協されることが

あってはならない）。

【臓器移植法運用指針】

第6 脳死した者の身体から臓器を摘出する場合の脳死判定

を行うまでの標準的な手順に関する事項

1 主治医等

(2) 法に基づき脳死と判定される以前においては，患者

の医療に最善の努力を尽くすこと。

6

死体臓器移植をめぐる倫理（ドナー候補者）

２ デッド・ドナー・ルール（dead donor rule）

死体臓器移植のドナーは，臓器の摘出前に死亡しているもの

でなければならない。

(1) ドナーが臓器の提供によって死亡するということが

あってはならない。さらには，臓器を摘出するために，ド

ナーが殺されるということがあってはならない。［因果関

係］

(2) 臓器の摘出はドナーの死亡後になされなければならな

い。［時間の先後］

7

移植用臓器摘出の要件

――傷害，死体損壊，

違法性阻却，臓器移植法
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移植用臓器摘出に関わる刑法問題

◆移植用臓器の摘出

生体からの摘出は刑法204条が禁じる傷害行為に該当

死体からの摘出は刑法190条が禁じる死体損壊行為に

該当

なぜ許されるか？

9

ある行為が犯罪として刑罰を
科されるための要件

【構成要件該当】

①その行為が犯罪の構成要件に該当すること

【違法性】

②その行為が違法であること（行為が，法秩序に反し，法益を侵害

すること）

【有責性】

③その行為について行為者が有責であること（行為が行為者に責

任を問うことのできるもの〔非難可能性がある――行為者が他の

行為を行うことが可能であったにもかかわらず，あえて犯罪行為

を行った，といえる〕であること）

10

犯罪構成要件――刑法の規定

（死体損壊等）

第190条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、

遺棄し、又は領得した者は、３年以下の懲役に処する。

（殺人）

第199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは５年以上の

懲役に処する。

（傷害）

第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50
万円以下の罰金に処する。

11

構成要件該当性が要求される理由

【罪刑法定主義】

◆どのような行為が処罰されるか，およびその場合，どのよう

な刑罰が科されるかは，行為前に制定･公布された法律に

よって定められていなければならない。
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犯罪構成要件に該当すると

◆犯罪構成要件は犯罪の類型として法律に規定された

違法･有責な行為の類型。違法･有責な行為の類型で

あるから，それに該当すれば，行為の違法性･行為者

の有責性があるものと推定される。

13

犯罪構成要件に該
当する行為の実行

当該行為に違法性が
あると推定される

当該行為者に有責性
があると推定される

幼児・精神障害による
行為 → 有責性阻却

→犯罪不成立

正当防衛のための行為
→ 違法性阻却
→犯罪不成立

有責性を阻却する事情
が不存在

→有責性有り

違法性を阻却する事情
が不存在

→違法性有り

例・殺人

14

ある行為が犯罪として刑罰を
科されるための要件

【構成要件該当】

①その行為が犯罪の構成要件に該当すること

【違法性】

②その行為の違法性が阻却（否定）されないこと

【有責性】

③その行為者の有責性が阻却（否定）されないこと

15

違法性が阻却される場合――刑法の規定

（正当行為）

第35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

（正当防衛）

第36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、や

むを得ずにした行為は、罰しない。

２ 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除するこ

とができる。

（緊急避難）

第37条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避

けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした

害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行

為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
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有責性が阻却される場合――刑法の規定

（心神喪失及び心神耗弱）

第39条 心神喪失者の行為は、罰しない。

２ 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

（責任年齢）

第41条 14歳に満たない者の行為は、罰しない。

17

移植用臓器摘出と違法性阻却事由

◆生体からの移植用臓器の摘出――外形的には傷害に該

当する。しかし，一定の要件（次スライド）が満たされれば

刑法35条の正当行為として違法性が阻却される。

◆死体からの移植用臓器の摘出――外形的には死体損壊

に該当する。しかし，「臓器の移植に関する法律」の要件が

満たされれば刑法35条の法令行為として違法性が阻却さ

れる。

18

生体からの移植用臓器の摘出

◆刑法35条の正当行為と認められるための要件

①正当な目的のためになされること――患者の救命･健康の回復

②法益の均衡がとれていること――患者の利益がドナーに対する

危険･不利益に優越するものであること

③相当な手段が用いられること――ドナーに対する危険･不利益が

小さい方法でなされること

④ドナーの同意があること

⑤必要な手続が尽くされていること（倫理委員会の承認等）

19

◆外形的には死体損壊に該当する。しかし，「臓器の移植

に関する法律」の要件が満たされれば法令行為として

違法性が阻却される。

臓器移植法の要件の検討

死体からの移植用臓器の摘出
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21

臓器移植法改正の背景

１．改正前臓器移植法下で小児心臓移植ができなかった。

２．改正前臓器移植法下で脳死移植数が少数にとどまっ

た。

３．イスタンブール宣言（2008年5月，国際移植学会）と

WHO（世界保健機関）指針改正による渡航移植の事実

上の禁止が予測されていた（WHO指針改正は当初，

2009 年に予定。実際は2010年5月に新指針・WHA（世

界保健会議）決議）。

22

移植用死体臓器の摘出に関する法律

◆角膜移植に関する法律
（昭和33年4月17日公布，角膜腎臓移植法の制定により廃止）［1956.3岩手医大

内にアイバンク「目の銀行」設立。1956.11角膜移植法案提出廃案。1957.10盛岡

事件――死体眼球由来の角膜を移植した岩手医大今泉教授らを事情聴取，最高

検察庁は違法でないとする見解を表明］。1957.12法案再提出。1958.4成立］

◆角膜及び腎臓の移植に関する法律
（昭和54年12月18日公布，臓器移植法の制定により廃止）

◆脳死臨調答申（平成4年1月）

◆臓器の移植に関する法律
（平成9年7月16日公布，改正平成21年7月17日公布，同22年7月17日施行）

23

脳死臨調答申（平成4年1月）

◆臨時脳死及び臓器移植調査会答申「脳死及び臓器移

植に関する重要事項について」（平成4年1月22日）

「脳死をもって社会的・法的にも『人の死』とするこ

とは妥当な見解であると思われ」、また、「脳死を

もって『人の死』とすることについては概ね社会的

に受容され合意されているといってよいものと思わ

れる。」
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死体臓器摘出に関する法律の承諾要件

◆角膜移植に関する法律
（昭和33年4月17日公布，角膜腎臓移植法の制定により廃止）

「あらかじめ、その遺族の承諾を受けなければならない。ただし、遺族がないとき
は、この限りでない。」

◆角膜及び腎臓の移植に関する法律
（昭和54年12月18日公布，臓器移植法の制定により廃止）

「あらかじめ、その遺族の書面による承諾を受けなければならない。ただし、死亡
した者が生存中にその眼球又は腎臓の摘出について書面による承諾をしており、
かつ、医師がその旨を遺族に告知し、遺族がその摘出を拒まないとき、又は遺族
がないときは、この限りでない。

◆臓器の移植に関する法律
（平成9年7月16日公布同10月16日施行，改正平成21年7月17日公布，同22年7月17日施行）

25

臓器移植法の概要

①臓器移植に関する基本的理念

②臓器移植目的で死体から心臓，肺，肝臓，腎臓，膵

臓，小腸，眼球を摘出するための要件

③臓器売買の禁止（すべての臓器移植に及ぶ）

④死体から摘出された臓器のあっせんに関わる要件，

など

26

臓器移植法第２条（基本的理念）

第２条 ①死亡した者が生存中に有していた自己の臓器の移

植術に使用されるための提供に関する意思は、尊重されな

ければならない。

② 移植術に使用されるための臓器の提供は、任意にされた

ものでなければならない。

③ 臓器の移植は、移植術に使用されるための臓器が人道的

精神に基づいて提供されるものであることにかんがみ、移

植術を必要とする者に対して適切に行われなければならな

い。

④ 移植術を必要とする者に係る移植術を受ける機会は、公

平に与えられるよう配慮されなければならない。

27

改正前臓器移植法における

移植用臓器摘出の要件
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改正前臓器移植法第６条第１項

① 医師は，死亡した者が生存中に臓器を移植術に使用

されるために提供する意思を書面により表示している場

合であって，その旨の告知を受けた遺族が当該臓器の

摘出を拒まないとき又は遺族がないときは，この法律に

基づき，移植術に使用されるための臓器を，死体（脳死

した者の身体を含む。以下同じ。）から摘出することがで

きる。

29

改正前臓器移植法第６条第２項第３項

② 前項に規定する『脳死した者の身体』とは、その身体か

ら移植術に使用されるための臓器が摘出されることとな

る者であって脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止

するに至ったと判定されたものの身体をいう。

③ 臓器の摘出に係る前項の判定は、当該者が第１項に規

定する意思の表示に併せて前項による判定に従う意思を

書面により表示している場合であって、その旨の告知を

受けたその者の家族が当該判定を拒まないとき又は家

族がないときに限り、行うことができる。［4項以下は省略］

30

法改正前の臓器摘出・脳死判定実施の要件

法第 6条

① 死体から移植用臓器を摘出するための要件

本人の提供意思書面 ＋ 遺族の拒否の不存在（または遺族が

ないこと――遺族がない場合については以下では省略する）

③ 脳死者からの摘出の前提となる脳死判定実施の要件

［本人の提供意思書面 ＋］ 本人の脳死判定に従う意思の

書面による表示 ＋ 家族の拒否の不存在

31

旧臓器提供意思表示カード
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生前に臓器提供の意思表示をなしうる者

◆ガイドライン第１

「民法上の遺言可能年齢等を参考として、法の運用に当たって

は、15歳以上の者の意思表示を有効なものとして取り扱うこ

と。」

◆臓器を分割・縮小して移植することが不可能な心臓などにつ

いては身体の小さい小児の患者への移植ができない。

【生前の提供意思表示が不可欠】

◆脳死提供者が多くない――平成11年4例，12年5例，13年8例，

14年6例，15年3例，16年5例，17年9例，18年10例，19年13例，

20年13例，21年7例，22年3例（～22年7月16日，累計86例）。

33

［法改正前］本人の提供意思不可欠の例外

◆附則４条第１項（心臓死体／眼球・腎臓の摘出）

「医師は、当分の間、第６条第１項に規定する場合のほか、［死

亡した者が生存中に提供意思を書面で表示しておらず，また

拒否も表示していない場合で、］ 遺族が当該眼球又は腎臓

の摘出について書面により承諾しているときにおいても、移

植術に使用されるための眼球又は腎臓を、同条第２項の脳

死した者の身体以外の死体から摘出することができる。」

34

現行臓器移植法における

移植用臓器摘出の要件

35

臓器移植法

第 6条 ①医師は、次の各号のいずれかに該当する場合には、移植術

に使用されるための臓器を、死体（脳死した者の身体を含む。以下

同じ。）から摘出することができる。

一 死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に使用されるために

提供する意思を書面により表示している場合であって、その旨の告

知を受けた遺族が当該臓器の摘出を拒まないとき又は遺族がない

とき。

二 死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に使用されるために

提供する意思を書面により表示している場合及び当該意思がない

ことを表示している場合以外の場合であって、遺族が当該臓器の

摘出について書面により承諾しているとき。

② 前項に規定する「脳死した者の身体」とは、脳幹を含む全脳の機能

が不可逆的に停止するに至ったと判定された者の身体をいう。
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臓器移植法
第 6条
③ 臓器の摘出に係る前項の判定は、次の各号のいずれかに該当する

場合に限り、行うことができる。

一 当該者が第1項第1号に規定する意思を書面により表示している

場合であり、かつ、当該者が前項の判定に従う意思がないことを表

示している場合以外の場合であって、その旨の告知を受けたその者

の家族が当該判定を拒まないとき又は家族がないとき。

二 当該者が第1項第1号に規定する意思を書面により表示している

場合及び当該意思がないことを表示している場合以外の場合であり、

かつ、当該者が前項の判定に従う意思がないことを表示している場

合以外の場合であって、その者の家族が当該判定を行うことを書面

により承諾しているとき。

37

臓器移植法
第 6条
④ 臓器の摘出に係る第２項の判定は、これを的確に行うために必要な知識

及び経験を有する２人以上の医師(当該判定がなされた場合に当該脳死し

た者の身体から臓器を摘出し、又は当該臓器を使用した移植術を行うことと

なる医師を除く。)の一般に認められている医学的知見に基づき厚生労働省

令で定めるところにより行う判断の一致によって、行われるものとする。

⑤ 前項の規定により第２項の判定を行った医師は、厚生労働省令で定めると

ころにより、直ちに、当該判定が的確に行われたことを証する書面を作成し

なければならない。

⑥ 臓器の摘出に係る第２項の判定に基づいて脳死した者の身体から臓器を

摘出しようとする医師は、あらかじめ、当該脳死した者の身体に係る前項の

書面の交付を受けなければならない。

38

現行法の臓器摘出・脳死判定実施の要件

法第 6条

① 死体から移植用臓器を摘出するための要件

(a)本人の提供意思書面 ＋ 遺族の拒否の不存在

(b)本人の提供意思書面・拒否が不存在 ＋ 遺族の摘出承諾

③ 脳死者からの摘出の前提となる脳死判定実施の要件

(a)本人の提供意思書面 ＋ 本人の脳死判定拒否の意思の不

存在 ＋ 家族の拒否の不存在

(b)本人の提供意思書面・拒否が不存在 ＋ 本人の脳死判定拒

否の意思の不存在 ＋ 家族による脳死判定実施の承諾
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臓器移植法

（親族への優先提供の意思表示）

第6条の2 移植術に使用されるための臓器を死亡した後に

提供する意思を書面により表示している者又は表示し

ようとする者は、その意思の表示に併せて、親族に対

し当該臓器を優先的に提供する意思を書面により表示

することができる。

［本人の意思表示がある場合にのみ適用がある。］

41

臓器移植法附則

（検討）

５ 政府は、虐待を受けた児童が死亡した場合に当該児童から

臓器（臓器の移植に関する法律第五条に規定する臓器をい

う。）が提供されることのないよう、移植医療に係る業務に従事

する者がその業務に係る児童について虐待が行われた疑いが

あるかどうかを確認し、及びその疑いがある場合に適切に対応

するための方策に関し検討を加え、その結果に基づいて必要

な措置を講ずるものとする。

42

親族優先提供に関する運用指針

(１) 親族の範囲

臓器を優先的に提供する意思表示に関して、法律に規定する「親族」

の範囲は、立法者の意思を踏まえて限定的に解釈し、配偶者、子

及び父母※とする。

※ 配偶者は、法律婚に限り、子及び父母には、特別養子縁組によるものを含む。

(２) 親族優先提供の意思表示

② 優先提供する親族を指定した意思が表示（個人名を記載）されてい

た場合も、その者を含む親族全体へ優先提供する意思表示として

取り扱う。

(３) 留意事項

④ 臓器の提供先を限定し、その他の者への提供を拒否する意思が明

らかである場合は、親族に限定する場合も含め、脳死･心臓死の区

別や臓器の別に関わらず、脳死判定及び臓器摘出は見合わせる。

43

被虐待児に関する運用指針

第５ 虐待を受けた児童への対応等に関する事項

･･･脳死・心臓死の区別にかかわらず、児童（１８歳未満の者をいう。以

下同じ。）からの臓器提供については、以下のとおりとし、虐待が行わ

れた疑いがある児童が死亡した場合には、臓器の摘出は行わないこと。

１ 児童からの臓器提供を行う施設に必要な体制

次のいずれも満たしていること。

（１）虐待防止委員会等の虐待を受けた児童への対応のために必要な院

内体制が整備されていること。

（２）児童虐待の対応に関するマニュアル等が整備されていること。なお、

当該マニュアルは、新たな知見の集積により更新される必要があるこ

と。

２ 虐待が行われた疑いの有無の確認について［以下略］
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運用指針第６ 脳死した者の身体から臓器を摘出する
場合の脳死判定を行うまでの標準的な手順に関する事項

１ 主治医等

（１）主治医等が、患者の状態について、法に規定する脳死判定を行ったとしたならば、脳死とさ

れうる状態にあると判断した場合（臓器の移植に関する法律施行規則（平成９年厚生省令第

７８号。以下「施行規則」という。）第２条第１項に該当すると認められる者（同項各号のいずれ

かに該当する者を除く。）について、同条第２項各号の項目のうち第１号から第４号までの項

目のいずれもが確認された場合。）以後において、家族等の脳死についての理解の状況等を

踏まえ、臓器提供の機会があること、及び承諾に係る手続に際しては主治医以外の者（臓器

移植ネットワーク等の臓器のあっせんに係る連絡調整を行う者（以下「コーディネーター」とい

う。））による説明があることを口頭又は書面により告げること。

その際、説明を聴くことを強制してはならないこと。

併せて、臓器提供に関して意思表示カードの所持等、本人が何らかの意思表示を行ってい

たかについて把握するように努めること。

45

運用指針第６ 脳死した者の身体から臓器を摘出する
場合の脳死判定を行うまでの標準的な手順に関する事項

細則：主治医等が「法に規定する脳死判定を行ったとしたならば、脳死とされる状態にあると

診断した場合」と判断する場合においても、自発呼吸を消失した状態と認められることは

前提となること。その場合の「自発呼吸を消失した状態」とは、中枢性呼吸障害により臨床

的に無呼吸と判断され、人工呼吸を必要としている状態にあることをいい、必ずしも、法律

に基づき脳死と判定する際に実施する無呼吸テストを行う必要はないこと。

(2) 法に基づき脳死と判定される以前においては、患者の医療に最善の努

力を尽くすこと。

(3) コーディネーターによる説明を聴くことについて家族の承諾が得られた場

合、直ちに臓器移植ネットワークに連絡すること。

46

施行規則第２条第１項に該当すると認められる者

第２条 法第６条第４項に規定する判断に係る同条第２項の判定……は、脳の器

質的な障害(以下この項において「器質的脳障害」という。)により深昏睡……及び

自発呼吸を消失した状態と認められ、かつ、器質的脳障害の原因となる疾患(以

下この項及び第五条第一項第四号において「原疾患」という。)が確実に診断され

ていて、原疾患に対して行い得るすべての適切な治療を行った場合であっても回

復の可能性がないと認められる者について行うものとする。ただし、次の各号の

いずれかに該当する者については、この限りでない。

一 生後12週……未満の者

二 急性薬物中毒により深昏睡及び自発呼吸を消失した状態にあると認められる者

三 直腸温が摂氏32度未満(６歳未満の者にあっては、摂氏35度未満)の状態にある者

四 代謝性障害又は内分泌性障害により深昏睡及び自発呼吸を消失した状態にあると認

められる者

47

施行規則第２条第２項各号の項目

一 深昏睡

二 瞳孔が固定し、瞳孔径が左右とも４ミリメートル以上であること

三 脳幹反射(対光反射、角膜反射、毛様脊せき髄反射、眼球頭反

射、前庭反射、咽いん頭反射及び咳かく反射をいう。)の消失

四 平坦脳波

五 自発呼吸の消失
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運用指針第６ 脳死した者の身体から臓器を摘出する
場合の脳死判定を行うまでの標準的な手順に関する事項

2 コーディネーター

(1) 連絡を受けた臓器移植ネットワークにおいては、直ちにコーディネーター

を派遣すること。派遣されたコーディネーターは、主治医から説明者として

家族に紹介を受けた後に、家族に対して、脳死判定の概要、臓器移植を前

提として法に規定する脳死判定により脳死と判定された場合には、法にお

いて人の死とされていること、本人が脳死判定に従う意思がないことを表

示していない場合であって、次のいずれかに該当するときに、脳死した本

人から臓器を摘出することができること等について必要な説明を行うこと。

ア 本人が臓器を提供する意思を書面により表示し、かつ、家族が摘出及

び脳死判定を拒まないとき

イ 本人が臓器を提供する意思がないことを表示しておらず、かつ、家族が

摘出及び脳死判定を行うことを書面により承諾しているとき

49

運用指針第６ 脳死した者の身体から臓器を摘出する
場合の脳死判定を行うまでの標準的な手順に関する事項

2 コーディネーター

(2) 本人の臓器提供及び脳死判定に係る意思について、書面及び臓器提供

意思登録システムにより確認の上で、第3の2に規定する範囲の家族に対

して十分確認すること。

特に、臓器を提供する意思がないこと又は法に基づく脳死判定に従う意

思がないことの表示については、十分注意して確認すること。

また、臓器を提供する意思を書面により表示している場合には、併せて

親族に対して臓器を優先的に提供する意思を表示しているか否かについ

て書面により確認すること。

50

2 コーディネーター

(3) 家族が、脳死判定を行うこと及び臓器を摘出することを承諾する意思が

あるか否かについて確認すること。

本人が臓器を提供する意思表示に併せて、親族に対し当該臓器を優先

的に提供する意思を表示していることが書面により確認された場合には、

親族への優先提供に関して必要な説明を行うとともに、該当する親族の有

無及び当該親族の移植希望者(レシピエント)登録の有無について把握す

ること。

(4) 主治医は、家族が希望する場合には、これらの者の説明に立ち会うこと

ができること。

(5) 説明に当たっては、脳死判定を行うこと及び臓器を摘出することに関す

る家族の承諾の任意性の担保に配慮し、承諾を強要するような言動が

あってはならず、説明の途中で家族が説明の継続を拒んだ場合は、その

意思を尊重すること。また、家族の置かれている状況にかんがみ、家族の

心情に配慮しつつ説明を行うこと。

51

脳死とされうる状態

回復可能性不存在の確認 脳死とされうる状態

臓器提供意思の確認
本人の提供意思書面の存在
＋ 遺族の拒否の不存在

本人の提供意思書面・拒否が不存在 ＋
遺族の摘出承諾

脳死判定意思の確認
本人の提供意思書面の存在 ＋ 本人の
脳死判定拒否の意思の不存在 ＋ 家族
の拒否の不存在

本人の提供意思書面・拒否が不存在 ＋
本人の脳死判定拒否の意思の不存在 ＋
家族による脳死判定実施の承諾

法的脳死判定
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「脳死とされうる状態」の診断

◆厚労省の移植医療対策推進室から出された「臓器提供手続に係る

質疑応答集（平成27年９月改訂版）」では，①深昏睡，②瞳孔固定，

瞳孔径左右とも４mm以上，③脳幹反射消失，④平坦脳波の確認を

行うための具体的検査方法について，従前は，「法的脳死判定にお

ける検査方法に準じた方法で行うことが望ましい」とされていたところ

が，「各臓器提供施設において治療方針の決定等のために行われる

一般の脳死判定と同様の取扱いで差し支えない」と改められた（13頁

および新旧対照表）

53 54

拒否の意思表示に関する運用指針

◆提供・脳死判定拒否の意思表示について

第１ 臓器提供に係る意思表示等に関する事項

臓器を提供する意思がないこと又は法に基づく脳死判定に従う意思

がないことの表示については、法の解釈上、書面によらないもので

あっても有効であること。また、これらの意思が表示されていた場合

には、年齢にかかわらず、臓器を提供する意思がないことを表示し

た者からの臓器摘出及び脳死判定に従う意思がないことを表示した

者に対する法に基づく脳死判定は行わないこと。

55

遺族・家族の範囲に関する運用指針

第３ 遺族及び家族の範囲に関する事項

１ 臓器の摘出の承諾に関して法に規定する「遺族」の範囲については、一般的、

類型的に決まるものではなく、死亡した者の近親者の中から、個々の事案に

即し、慣習や家族構成等に応じて判断すべきものであるが、原則として、配偶

者、子、父母、孫、祖父母及び同居の親族の承諾を得るものとし、これらの者

の代表となるべきものにおいて、前記の「遺族」の総意を取りまとめるものとす

ることが適当であること。ただし、前記の範囲以外の親族から臓器提供に対す

る異論が出された場合には、その状況等を把握し、慎重に判断すること。

なお、死亡した者が未成年であった場合には、特に父母それぞれの意向を慎

重かつ丁寧に把握すること。

２ 脳死の判定を行うことの承諾に関して法に規定する「家族」の範囲についても、

上記「遺族」についての考え方に準じた取扱いを行うこと。
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意思表示が困難な者に関する運用指針

第１ 臓器提供に係る意思表示等に関する事項

知的障害者等の臓器提供に関する有効な意思表示が困難となる障

害を有する者については、その意思表示等の取扱いについて、今

後さらに検討すべきものであることから、主治医等が家族等に対し

て病状や治療方針の説明を行う中で、患者が知的障害者等の臓器

提供に関する有効な意思表示が困難となる障害を有する者である

ことが判明した場合においては、年齢にかかわらず、当面、その者

からの臓器摘出は見合わせること。

57

2019.6.21.第50回臓器移植委員会

2019.6.21第50回臓器移植委員会資料２臓器移植医療の現状と対策３頁

令和元年
脳死下 98
心停止下 28
提供総数126

移植用臓器摘出の要件――

家族・遺族の意思の確認
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家族・遺族の意思の確認

回復可能性不存在の確認 脳死とされうる状態

臓器提供意思の確認
本人の提供意思書面の存在
＋ 遺族の拒否の不存在

本人の提供意思書面・拒否が不存在 ＋
遺族の摘出承諾

脳死判定意思の確認
本人の提供意思書面の存在 ＋ 本人の
脳死判定拒否の意思の不存在 ＋ 家族
の拒否の不存在

本人の提供意思書面・拒否が不存在 ＋
本人の脳死判定拒否の意思の不存在 ＋
家族による脳死判定実施の承諾

法的脳死判定

61

遺族・家族の範囲に関する運用指針

第３ 遺族及び家族の範囲に関する事項

１ 臓器の摘出の承諾に関して法に規定する「遺族」の範囲については、一般

的、類型的に決まるものではなく、死亡した者の近親者の中から、個々の

事案に即し、慣習や家族構成等に応じて判断すべきものであるが、原則と

して、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び同居の親族の承諾を得るものと

し、これらの者の代表となるべきものにおいて、前記の「遺族」の総意を取

りまとめるものとすることが適当であること。ただし、前記の範囲以外の親

族から臓器提供に対する異論が出された場合には、その状況等を把握し、

慎重に判断すること。

なお、死亡した者が未成年であった場合には、特に父母それぞれの意向を

慎重かつ丁寧に把握すること。

２ 脳死の判定を行うことの承諾に関して法に規定する「家族」の範囲につい

ても、上記「遺族」についての考え方に準じた取扱いを行うこと。

62

家族・遺族の意思の確認：家族・遺族の範囲

刑法190条の死体損壊罪の保護法益（保護しようとする利益）

――死者に対する社会的風俗としての宗教的感情，死者に対する国

民一般の敬虔感情とされる

その承諾を得て死体から臓器を移植目的で摘出することが，社会一

般の宗教的感情，敬虔感情を損なうことにならない者 ⇒ 家族・遺族

家族・遺族――親族のうち，現在または過去における実質的な共同生

活に裏付けられた，生前の死者との強い精神的関係のゆえに死者の

死体に対して直接具体的な宗教的感情，敬虔感情を持つ者

63

家族・遺族の意思の確認：家族・遺族の範囲

家族・遺族――親族のうち，現在または過去における実質的な共同生

活に裏付けられた，生前の死者との強い精神的関係のゆえに死者の

死体に対して直接具体的な宗教的感情，敬虔感情を持つ者

通常は，運用指針が定める「原則として、配偶者、子、父母、孫、祖父

母及び同居の親族」として良い。

実際上は，親族のうち，

「喪主および葬祭について意見を述べることが社会的に相当とされる者」

として良いのではないか。

［Cf., 深町晋也「家族と刑法――家庭は犯罪の温床か？ 第10回 死者がその家族によって弔われない

とき」書斎の窓661号（2019‐1）は「死体が家族による適切な葬送によって弔われることが、死者に対する

一般の敬虔感情を充足するという理解」を指摘する。］
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家族・遺族の範囲

・小児事例で離婚した片親への連絡の必要性

⇒ 葬儀について相談・連絡するような関係にあれば脳死判定および

臓器摘出についても意向を確認するべき。

・幼少のころに離婚し、疎遠になっている子どもへの総意の取り方

⇒ 葬儀について相談・連絡するような関係にあれば脳死判定および

臓器摘出についても意向を確認するべき。

・内縁関係にある方の総意の取り方

⇒ 婚姻届が出されていないが夫婦関係の実態があれば家族・遺族

単なる愛人関係であれば家族・遺族とはいえない

当事者が自分たちの関係を事実婚と認識していたかどうか

65

提供についての意見の相違

・親族間で意見が分かれている場合の対応

⇒ この場合には，「原則として、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び同居の

親族の承諾を得るものとし、これらの者の代表となるべきものにおいて、前記

の『遺族』の総意を取りまとめる」にいう「総意の取りまとめ」ができていない場

合に当るのではないか。そうであれば「拒まない／承諾する」という意思は確

認できないといわざるを得ない。

【そのような場合の取扱い】

死者の生前の意思が書面で表示されている場合には，遺族の拒否は認めら

れないので，脳死判定および臓器摘出は許されると考えられる（←人に対する

敬意原則）が，これまでの実務取扱いから難しいかもしれない。

死者の生前の意思が書面で表示されていない場合には，遺族の承諾意思

は認められないので，脳死判定および摘出は認められない。
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臓器移植法施行規則５条

(判定に関する記録)
第５条 法第10条第１項の規定により判定を行った医師が作成する記録には、当該

医師が次の各号に掲げる事項を記載し、記名押印又は署名しなければならない。

十 判定を受けた者が生存中に臓器を提供する意思･･･を書面により表示してい

た場合であり、かつ、当該者が判定に従う意思がないことを表示していた場合以

外の場合においては、その旨並びにその旨の告知を受けたその者の家族が当

該判定を拒まない旨並びに当該家族の住所、氏名及び判定を受けた者との続

柄又は判定を受けた者に家族がないときは、その旨

２ 前項の記録には、次の各号に掲げる書面を添付しなければならない。

三 前項第十号に規定する場合に該当する場合であって、判定を受けた者に家族

がいるときは、当該家族が当該判定を拒まない旨を表示した書面
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臓器移植法施行規則６条

(臓器の摘出に関する記録)
第６条 法第10条第１項の規定により法第６条第１項の規定による臓器の摘出(以下

「臓器の摘出」という。)を行った医師が作成する記録には、当該医師が、同項の規定

により摘出した臓器(以下「摘出した臓器」という。)ごとに、次の各号に掲げる事項を記

載し、記名押印又は署名しなければならない。

十一 臓器の摘出を受けた者が生存中に臓器を提供する意思を書面により表示し

ていた場合においては、その旨並びにその旨の告知を受けた遺族が当該臓器の

摘出を拒まない旨並びに当該遺族の住所、氏名及び臓器の摘出を受けた者との

続柄又は当該臓器の摘出を受けた者に遺族がないときは、その旨

２ 前項の記録には、次の各号に掲げる書面を添付しなければならない。

二 前項第十一号に規定する場合に該当する場合であって、臓器の摘出を受けた

者に遺族がいるときは、当該遺族が当該臓器の摘出を拒まない旨を表示した書面
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家族・遺族の判断能力に心配な点がある場合

【そのような場合の取扱い】

死者の生前の意思が書面で表示されている場合には，家族・遺族に明確な

拒否が認められないのであれば，脳死判定および臓器摘出は許されると考え

られるが，これまでの実務取扱いから難しいかもしれない。

死者の生前の意思が書面で表示されていない場合には，十分な判断能力に

裏付けられた家族・遺族の承諾が認められないので，脳死判定および摘出は

認められない。

判断能力について評価が難しい場合には，死者の生前の意思を表示する書

面がある場合にはそれを活かす方向で取り扱うことが望ましいと考える。

死者の生前の意思を表示する書面がない場合には，判断能力が不確実な家

族・遺族の承諾に基づいて脳死判定や臓器摘出は認められないと考える。
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